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令和6年1月号COLORS
よりい

熊
谷
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

　

確
定
申
告
に
は
、ご
自
宅
か
ら
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
･
パ
ソ
コ
ン
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る

e
―
T
a
x・ス
マ
ホ
申
告
が
大
変
便
利
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、ま
た
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

を
使
用
し
て
、24
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
e
― 

T
a
x
を
利
用
し
て
申
告
書
を
提
出
で
き
ま

す
。

　

ぜ
ひ
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
用
い
て
、ご
自
宅
か
ら
e
― 

T
a
x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�
確
定
申
告
な
ど
に
関
す
る
こ
と

�

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
特
集
」を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

e
―
T
a
x・作
成
コ
ー
ナ
ー
の
操
作
等
に

関
す
る
こ
と

〇
e
―

T
a
x・作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

0
5
7
0
･
0
1
･
5
9
0
1

�

受
付�

月
～
金
曜
日（
祝
日
等
お
よ
び
12
月
29

日
～
1
月
3
日
を
除
く
）

所
得
税・個
人
消
費
税・贈
与
税
の
確
定
申
告

会
場
を
開
設
し
ま
す

確
定
申
告
会
場
で
は
、ス
マ
ホ
申
告
を
基
本
と
し

た
相
談
体
制
を
と
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、確
定
申

告
会
場
の
入
場
に
は
、次
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ

れ
る
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

①�

国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る

事
前
発
行

②�

各
会
場
で
当
日
配
付（
配
付
状
況
に
よ
り
、相

談
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、①
の「
事
前
発
行
」が
お
す
す
め
で
す
）

必
要
書
類
に
不
足
が
あ
っ
た
場
合
は
、確
定
申

告
が
で
き
ま
せ
ん
。
事
前
に
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
必
要
書
類
を
ご
確
認
の
う
え
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
申
告
す

る
場
合
は
、パ
ス
ワ
ー
ド（
①
数
字
4
桁
お
よ

び
②
英
数
字
6
～
16
文
字
）が
分
か
る
よ
う

に
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

�

2
月
16
日
㈮
～
3
月
15
日
㈮

※�

土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

　
（
2
月
25
日
㈰
は
開
場
）

相
談
受
付�

午
前
8
時
30
分
～
午
後
4
時

相
談
開
始�

午
前
9
時
～

※�

午
後
4
時
前
で
あ
っ
て
も
、相
談
受
付
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

熊
谷
税
務
署（
熊
谷
市
仲
町
41
）

熊
谷
税
務
署（

5
2
1
･
2
9
0
5
）

実
施
し
ま
す
！ 

税
理
士
に
よ
る

確
定
申
告
無
料
相
談

2
月
1
日
㈭
～
15
日
㈭

※
土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

�

①
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
で
、収

入
金
額
が
6
0
0
万
円
以
下
の
方
、②
医
療

費
控
除
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
方
、③
年

の
途
中
で
退
職
ま
た
は
就
職
等
に
よ
り
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
方

無
料

�

事
前
に
、関
東
信
越
税
理
士
会
熊
谷
支
部

（

5
2
1
･
3
3
1
2
）、ま
た
は
お
近
く

の
税
理
士
事
務
所
へ（
相
談
の
希
望
日
を
ご

連
絡
く
だ
さ
い
）。

”ご
存
じ
で
す
か
“

保
護
司
の
活
動

　

保
護
司
は
、犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち

直
り
等
を
地
域
で
支
え
る
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
す
。『
保
護
司
法
』に
基
づ
き
、法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、給
与
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

保
護
司
の
役
割
と
し
て
中
心
と
な
る
の
が

「
保
護
観
察
」で
す
。
①
家
庭
裁
判
所
で
保
護

観
察
に
な
っ
た
少
年�

②
少
年
院
を
仮
退
院
に

な
っ
た
少
年�

③
刑
務
所
を
仮
釈
放
に
な
っ
た

者�

④
裁
判
で
保
護
観
察
付
き
執
行
猶
予
に

な
っ
た
者
と
、一
定
期
間
、月
に
2
、3
回
会
っ

て
面
接
を
重
ね
、更
生
の
た
め
の
指
導
や
助
言

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、犯
罪
や
非
行
を

し
た
人
が
刑
務
所
や
少
年
院
か
ら
社
会
復
帰

を
し
た
と
き
、ス
ム
ー
ズ
に
社
会
生
活
が
で
き

る
よ
う
引
受
先
の
家
庭
環
境
や
就
業
先
の
確

認
等
を
行
う「
生
活
環
境
調
整
」と
い
う
役
割

も
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、立
ち
直
り
を
決
意
し
た
人
を
社
会

で
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
や
、再
犯
を
生
み
出

さ
な
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、法
務
省
が
提

唱
す
る「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」の
啓
発

活
動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。例

え
ば
、街
頭
啓
発
や
講
演
会
、昨
年
度
か
ら
は

公
立
中
学
校
で「
あ
い
さ
つ
運
動
」を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
現
在
、深
谷
地
区（
深
谷
市
･
寄
居
町
）で
は
、

49
人（
定
数
53
人
）の
保
護
司
が
活
動
し
て
い
ま

す
。保
護
観
察
の
件
数
は
横
ば
い
の
傾
向
に
あ

り
、令
和
5
年
10
月
1
日
現
在
で
38
件
、生
活
環

境
調
整
は
29
件
で
す
。こ
う
し
た
罪
を
犯
し
て

し
ま
っ
た
人
た
ち
に
対
し
、よ
り
よ
い
処
遇
を

介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
の

所
得
控
除
に
つ
い
て

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

確
定
申
告
の
際
、お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

を
受
け
る
場
合
は
、医
師
が
発
行
す
る「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」が
必
要
で
す
。た
だ
し『
介
護
保

険
法
』に
よ
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
む
つ

を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
で
、次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、証
明
書
に
代
え
て
大

里
広
域
市
町
村
圏
組
合
が
発
行
す
る「
お
む
つ

使
用
確
認
書
」で
も
医
療
費
控
除
の
対
象
と
認

め
ら
れ
ま
す
。

○�

要
介
護
認
定
有
効
期
間
が
令
和
5
年
中
に
あ

る
こ
と

○�

要
介
護
認
定
の
た
め
の
主
治
医
意
見
書
で
寝

た
き
り
状
態
に
あ
り
、尿
失
禁
の
発
生
可
能

性
が
確
認
で
き
る
こ
と

○�

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
2

年
目
以
降
で
あ
る
こ
と（
初
め
て
の
方
は
医

師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必

要
で
す
）

②
障
害
者
控
除

　
65
歳
以
上（
令
和
5
年
12
月
31
日
現
在
）の
要

介
護
3
～
5
の
方
、ま
た
は
そ
の
方
を
扶
養
し

て
い
る
親
族
の
方
は
、障
害
者
控
除
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。福
祉
課
で
発
行
す

る「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」を
確
定
申
告

の
際
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

申	

請
時
に
持
参
す
る
も
の
／
①
、②
共
に
被
保

険
者
証
等
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、印
鑑

（
朱
肉
を
つ
け
て
押
す
も
の
）

※�

申
請
か
ら
交
付（
発
送
）ま
で
約
1
週
間
か
か

り
ま
す
。確
定
申
告
に
必
要
な
場
合
は
早
め

の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
介
護
保
険
課

　
（

5
0
1
･
1
3
3
0
）

　
大
里
広
域
寄
居
介
護
保
険
事
務
所

　
（
福
祉
課
内�

内
線
1
2
3
･
1
2
4
）

　

②
福
祉
課（

内
線
1
2
3
･
1
2
4
）

深
谷
大
里
看
護
専
門
学
校
か
ら

出
願
等
に
関
す
る
お
知
ら
せ

一
般
入
試
･
社
会
人
入
試
の
出
願
受
付

受
付
期
間
／
1
月
17
日
㈬
ま
で

受
験
日
／
1
月
27
日
㈯

�

深
谷
大
里
看
護
専
門
学
校（

5

 

8

 

7

 
･
 1 

3
7
0
）へ
電
話
、ま
た
は
同
校
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

2
年
課
程
通
信
制
･
学
校
説
明
会

受
付
期
間
／
3
月
1
日
㈮
ま
で

※
個
別
相
談
随
時
受
付
中
！

�

深
谷
大
里
看
護
専
門
学
校
2
年
課
程
通
信

制（

5
0
1
･
2
7
3
0
）へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

開
催
し
ま
す
！

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

1
月
30
日
㈫
午
後
2
時
～
3
時
30
分

役
場
6
階
会
議
室

就
職
を
希
望
す
る
方

20
人（
申
込
順
）

�「
失
敗
し
な
い
面
接
の
た
め
に
」を
テ
ー
マ
に

セ
ミ
ナ
ー
を
行
い
ま
す
。

無
料

�

事
前
に
、よ
り
い
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー（

5
8
6
･
1
3
3
1
）へ
。

労
働
保
険
料

納
期
の
お
知
ら
せ

　
労
働
保
険
料（
労
災
保
険
･
雇
用
保
険
）の
第

3
期
分
の
納
期
限
は
1
月
31
日
㈬
で
す
。納
付

書
は
、納
期
限
の
10
日
前
ご
ろ
に
該
当
事
業
所

へ
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
、保
険
料
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
口
座
振
替
の
申
し
込
み
手
続
き
に
つ

い
て
は
厚
生
労
働
省
、ま
た
は
埼
玉
労
働
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

埼
玉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

　
（

0
4
8
･
6
0
0
･
6
2
0
3
）

開
催
し
ま
す
!　

上
級
救
命
講
習
会

�

2
月
24
日
㈯
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
30
分

�

深
谷
市
消
防
本
部（
深
谷
市
上
敷
免
8
5
8
）

�

町
内
ま
た
は
深
谷
市
内
に
在
住
･
在
勤
･
在

学
の
中
学
生
以
上
の
方

※�

18
歳
未
満
の
方
は
保
護
者
の
同
意
が
必
要

で
す
。

30
人（
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

�

全
年
齢
対
象
の
心
肺
蘇
生
法
や
応
急
手
当
、

体
位
管
理
、搬
送
法
等
を
行
い
ま
す
。

無
料

�

受
付
時
に
抽
選
番
号
を
お
伝
え
し
ま
す
。抽

選
結
果
は
2
月
15
日
㈭
に
深
谷
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

�

2
月
1
日
㈭
～
8
日
㈭
に
、深
谷
市
消
防

本
部
警
防
課（

5
7
1
･
0
9
1
4
）へ
。

書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
を

集
め
て
い
ま
す
！

　

寄
居
地
方
ユ
ネ
ス
コ
協
会
で
は「
世
界
寺
子

屋
運
動
」の
支
援
を
目
的
と
し
て
、書
き
損
じ
た

未
投と

う
か
ん函

の
ハ
ガ
キ
や
未
使
用
の
切
手
等
を
集
め

て
い
ま
す
。国
や
地
域
に
よ
っ
て
は
、書
き
損
じ

ハ
ガ
キ
14
枚
で
、子
ど
も
が
ひ
と
月
学
校
へ
通

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

3
月
29
日
㈮
ま
で

※�

回
収
ボ
ッ
ク
ス
は
役
場
総
合
案
内
、生
涯
学

習
課
、中
央
公
民
館
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

�

寄
居
地
方
ユ
ネ
ス
コ
協
会
事
務
局
･
河
田
次

郎
さ
ん（

5
8
2
･
3
3
2
9
）

行
う
た
め
、年
に
数
回
研
修
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。ま
た
、平
成
31
年
2
月
に
深

谷
市
民
文
化
会
館
内
に「
深
谷
地
区
更
生

保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
、

活
動
の
拠
点
と
し
て
活
用
を
図
っ
て
い

ま
す
。

　

保
護
司
の
活
動
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
目

指
し
、日
々
尽
力
し
て
い
ま
す
。

�

福
祉
課（

内
線
1
2
1
）

　

�

深
谷
市
人
権
政
策
課

　
（

5
7
4
･
6
6
4
3
）

確定申告書等
作成コーナー

国税庁LINE
公式アカウント

更生ペンギンのホゴちゃん、
サラちゃん「幸福(しあわせ)
の黄色い羽根」は、犯罪のな
い幸福で明るい社会を願うシ
ンボルです。

随時情報発信中！

Facebook Instagram X

寄居町公式SNS

551･0119火災（消防車出動）の問い合わせ581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAXファクス


